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第１章 はじめに 

１ 計画改定の背景 

市は、耐震改修促進計画を平成 20年に策定したのち、改定を重ね、普及啓発の充実や助成制

度の拡充を図るなど、様々な取組みにより耐震化を強力に推進してきた。 

一方で、地震リスクの高まりと社会情勢の変化により、既存建築物の耐震化を着実に進める

必要性は一層強まっている。 

さらに、令和７年７月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（以下「耐震改修促進

法」という。）における「国の基本方針」が改正され、より一層の耐震化推進が示された。 

こうした背景を踏まえ、市内では、市民及び事業者の理解と協力により耐震化が進んでい

る。しかし、わが国では大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況にあり、ひとたび地

震が発生すると耐震化されていない建築物等に甚大な被害になることが予想される。 

よって、計画の目標などを見直し、さらなる建築物の耐震化推進に取り組み、震災時の被害

を最小限に抑えることが求められる。 

 

          

耐震化に関する法令と耐震改修促進計画の変遷 

 

  

地震 法律改正等 東京都耐震化施策 三鷹市耐震改修促進計画 

平成７年  
阪神・淡路大震災 

 
平成 16 年  
新潟県中越地震 

 
 
 

平成 23 年  
東日本大震災 

 
 
 
 
 
 
 
 

平成 28 年  
熊本地震 
 
平成 30 年 
大阪府北部を震源と
する地震 

 
 
 
 
 
 
 
 

令和６年 
能登半島地震 
日向灘地震 

平成７年  
耐震改修促進法制定 

 
 

平成 18 年  
耐震改修促進法改正 

 
 
 
 
 
 
 

平成 25 年  
耐震改修促進法改正 

 
 
 
 

 
 
 
平成 31 年  
耐震改修促進法政令改正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令和７年 
耐震改修促進法改正 
（基本方針） 

 
 
 
 
 

平成 19 年  
東京都耐震改修促進計画策定 
 
平成 23 年  
東京都耐震化推進条例施行 
特定緊急輸送道路指定 

 
平成 24 年  
東京都耐震改修促進計画改定 

 
平成 26 年  
東京都耐震改修促進計画変更 

 
平成 28 年  
東京都耐震改修促進計画改定 

 
 
平成 31 年  
東京都耐震化推進条例改正 

 
令和２年 
東京都耐震改修促進計画改定 

 
令和３年 
東京都耐震改修促進計画改定 

 
令和５年 
東京都耐震改修促進計画改定 
 
令和８年３月 
東京都耐震改修促進計画改定 

 

 
 
 
 
 
 

平成 20 年３月 
三鷹市耐震改修促進計画策定 

 
 
 
 

 
平成 25 年３月 
三鷹市耐震改修促進計画改定 

 
 
 
 
 
 

平成 30 年３月  
三鷹市耐震改修促進計画改定 

 
 
 
 
 

 
令和４年３月 
三鷹市耐震改修促進計画改定 
 
 
 

令和８年３月 

三鷹市耐震改修促進計画改定 
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２ 計画の目的・位置づけ 

（１）目的 

三鷹市耐震改修促進計画（以下「本計画」という。）は、地震発生時における建築物の倒壊

等の被害から、市民の生命・身体及び財産を保護するため、市と東京都（以下、「都」とい

う。）が連携して、市内の住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修を計画的かつ総合的に促進す

るための方法及び基本的な枠組を定めることにより、災害に強い三鷹市を実現することを目的

とする。 

 

（２）位置づけ 

本計画は、耐震改修促進法第６条の規定に基づき策定するものである。 

また、本計画は、同法第４条によって定められた「国の基本方針」や同法第５条の規定に基

づき策定された「東京都耐震改修促進計画」を指針とし、「三鷹市地域防災計画」及び「三鷹

市防災都市づくり方針」等と整合を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 鷹 市 耐 震 改 修 促 進 計 画  

第５次三鷹市基本計画 

三鷹市自治基本条例 

三鷹市 基 本 構 想 
災害対策基本法 

東京都地域防災計画 

耐震改修促進法 

東京都耐震 

改修促進計画 

 三鷹市地域防災計画 

三鷹市防災都市づくり方針 

三鷹市土地利用総合計画 2027 

三鷹市公共施設等総合管理計画 

三鷹市新都市再生ビジョン 

三鷹市まちづくり拠点形成計画 2027 

三鷹市住生活基本計画 
（住宅マスタープラン） 

耐震改修促進計画の位置づけ 
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３ 計画期間 

本計画は、令和８年度（2026年度）から令和 17年度(2035年度) までの 10年間を計画期間と

する。 

なお、計画期間は、社会情勢の変化や計画の実施状況に適切に対応するため、必要に応じて計

画の改定を行う。 

 

４ 想定する地震の規模、被害の状況 

 

首都直下地震における三鷹市の被害想定 

 

➢ 市では、令和４年（2022年）５月に公表された「首都直下地震等による東京の被害想定報

告書」（東京都防災会議）において想定する上表の４つの地震のうち「多摩東部直下地震」

による建物被害が最も大きい結果となる。 

 

➢ 死者・負傷者の原因については、建物被害で特に多い。火災や建物内収容物等による被害も

少なくない。 

 

 

 

 

 

被害想定の 

       種類 

地震の種類 都心南部直下地震 多摩東部直下地震 大正関東地震 立川断層帯地震 

マグニチュード M7.3 M7.3 M8.2 M7.4 

地震発生時刻 早朝 夕方 早朝 夕方 早朝 夕方 早朝 夕方 

風速 8ｍ 8ｍ 8ｍ 8ｍ 

原因別 

建物全壊棟数 

   (半壊棟数) 

計 538（2398） 793（2580） 118（1,138） 57（641） 

ゆれ 528（2351） 785（2543） 112（1,110） 56（625） 

液状化 4（35） 3（24） 3（21） 2（16） 

急傾斜地崩壊 5（12） 5（13） 3（7） 0（0） 

火災 焼失棟数 436 974 653 1519 165 440 133 345 

人
的
被
害 

死者 

計 44 41 65 62 11 14 7 9 

ゆれ・液状化建物被害 30 17 43 25 4 2 0 2 

急傾斜地崩壊 1 0 1 0 0 0 0 0 

火災 11 19 16 30 4 8 3 7 

ブロック塀等 0 2 0 3 0 1 0 0 

屋外落下物 0 0 0 0 0 0 0 0 

屋内収容物 3 2 5 3 3 2 3 0 

負傷者 

計 846 717 1,087 986 319 262 186 154 

ゆれ・液状化建物被害 763 538 974 697 247 168 130 92 

急傾斜地崩壊 1 0 1 0 0 0 0 0 

火災 15 47 22 96 6 12 5 9 

ブロック塀等 3 85 4 111 1 36 1 17 

屋外落下物 0 0 0 0 0 0 0 0 

屋内収容物 64 46 114 82 65 47 50 37 

エレベーター停止台数 127 131 153 158 109 110 92 93 

※小数点以下の四捨五入により、合計値は合わないことがある。     （出典「首都直下地震等による東京の被害想定報告書」） 

※屋内収容物被害は参考値のため合計には含めない。  
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三鷹市における建物倒壊危険度 

５ 地震による地域の危険度 

 都は、地震に関する地域危険度測定調査を実施し、建築物の年代や構造、地盤の分類により、

町丁目レベルでの建物倒壊危険度を５段階で公表している。 

市においては、以下に示すように比較的危険度ランクの低い地域が多い結果となっており、ラ

ンク２の地域が 25町丁目、ランク１の地域が 37町丁目である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】東京都 地震に関する地域危険度測定調査（第９回（令和４年(2022 年)９月））概要 

ア 調査の目的 

東京都震災対策条例第 12 条の規定に基づき、以下の目的でおおむね５年ごとに地震に関

する地域の危険度を科学的に測定調査するもの。 

① 地震に強い都市づくりの指標とする。 

② 震災対策事業を実施する地域を選択する際に活用する。 

③ 地震震災に対する都民の認識を深め、防災意識の高揚に役立てる。 

 

イ 評価の方法 

調査は、都内の市街化区域の 5,192 町丁目について、各地域における地震に対する危険

性を建物倒壊の面から、１から５までの５段階のランクで相対的に評価している。数値が大

きいほど危険度が高い。 

 

○建物倒壊危険度 

   建物倒壊危険度は、地震動によって建物が壊れたり傾いたりする危険性の度合いを評価し

たものである。この危険度は、地盤と地域にある建物の種類などによって判定される。建物

については、構造別（木造、鉄筋コンクリート造など）、建築年次別、階数別などに分類

し、その耐震性能を評価している。 

 

大 

建物倒壊危険度 

小 
１ 

２ 

※ランク 3,4,5は市内になし 
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６ 耐震化の必要性 

  平成７年（1995年）に発生した阪神・淡路大震災では、旧耐震基準の建築物を中心に被害

が生じ、多くの死傷者が発生した。建築物の倒壊により幹線道路が閉塞し、緊急車両の通行が

妨げられ、復旧活動の大きな障害となるとともに、老朽化した木造住宅では、倒壊のほか、火

災による延焼被害等都市部特有の地震被害となった。 

また、平成 30年の大阪府北部を震源とする地震では、コンクリートブロック塀の倒壊によ

る死者が出ている。 

  市内には、三鷹通りや東八道路を中心とする震災時の救急・救命活動や緊急支援物資の輸送

などの大動脈となる幹線道路があるとともに、都市部特有の細街路や、昭和 30年代からの旧

耐震基準の住宅も存在することから、都市の防災力の向上及び市民の生命や財産を守るため建

築物の耐震化に取り組んでいる。 

 

兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）以降の大規模地震と主な被害の状況 

(出典：国土交通省ＨＰ) 

発生日 名称 
マグニチ

ュード 
震度 被害 

平成７年 1 月 17 日 
阪神・淡路大震災 

（兵庫県南部地震） 
7.2 7 

死者・行方不明者 6,437 人 

住家全壊104,906棟、半壊144,274棟、一部破損263,702 

全焼 6,982 棟、半焼 89 棟 

平成 12 年 10月 6 日 鳥取県西部地震 7.3 6 強 住家全壊 431 棟、半壊 3,068棟、一部破損 17,296 棟 

平成 15 年 7月 26 日 宮城県北部の地震 6.2 6 強 住家全壊 1,247棟、半壊 3,698 棟、一部破損 10,975棟 

平成 16 年 10月 23日 新潟県中越地震 6.8 7 

死者 51 人 

住家全壊 3,185棟、半壊 13,715棟、一部破損 104,560棟 

建物火災 9 棟 

平成 17 年 3月 20 日 福岡県西方沖地震 7.0 6 弱 
死者 1 人 

住家全壊 133 棟、半壊 244 棟、一部破損 8,620 棟 

平成 19 年 3月 25 日 能登半島地震 6.9 6 強 
死者 1 人 

住家全壊 686 棟、半壊 1,740棟 

平成 19 年 7月 16 日 新潟県中越沖地震 6.8 6 強 
死者 15 人 

住家全壊 1,331棟、半壊 5,710 棟、一部破損 37,633棟 

平成 20 年 6月 14 日 岩手・宮城内陸地震 7.2 6 強 
死者 17 人、行方不明者 6人 

住家全壊 30棟、半壊 146棟 

平成 23 年 3月 11 日 
東日本大震災 
（東北地方太平洋沖地

震） 

9.0 7 

死者 19,729人、行方不明者 2,559 人 

住家全壊121,996棟、半壊282,941棟、一部破損748,461

棟（令和 2 年 3月 10 日時点） 

平成 25 年 4月 13 日 淡路島沖地震 6.3 6 弱 住家全壊 8 棟、半壊 101 棟、一部破損 8,305 棟 

平成 28 年 4月 14 日 熊本地震 7.3 7 

死者 273人 

住家全壊 8,667棟、半壊 34,719棟、一部破損 163,500棟 

（平成 31年 4 月 12 日時点） 

平成 30 年 6月 18 日 
大阪府北部を震源とす

る地震 
6.1 6 弱 

死者 6 人 

住家全壊 21棟、半壊 483棟、一部破損 61,266 棟 

（令和元年 8月 20日時点） 

平成 30 年 9月 6 日 北海道胆振東部地震 6.7 5 強 

死者 43 人 

住家全壊 469 棟、半壊 1,660棟、一部破損 13,849 棟 

（令和元年 8月 20日時点） 

令和６年１月１日 能登半島地震 
7.6 7 

死者 549人 

住家全壊 6,483棟、半壊 23,458棟 

(令和 7 年 5月 13 日時点) 
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第２章 基本方針 

１ 基本的な取組方針 

（１）建物所有者の主体的な取組 

住宅・建築物の耐震化の促進にあたっては、自助・共助・公助の原則を踏まえ、まず、建物所

有者が、自らの問題と地域の問題であることを認識し、主体的に取り組むことが不可欠である。 

また、地震による住宅・建築物の被害及び損傷が発生した場合、自らの生命と財産はもとよ

り、道路閉塞や出火など、地域の安全性に重大な影響を与えかねないということを十分に認識し

て耐震化に取り組む必要がある。 

 

（２）市の支援 

市は、建物所有者が主体的な取組みによる耐震診断及び耐震改修を促進するために、パンフレ

ット、ホームページなどによる情報提供とともに、耐震相談などの支援を行う。 

また、昭和 56年（1981年）５月 31日（木造住宅は平成 12年（2000年）５月 31 日）以前に

建築された建築物の耐震診断及び当時の建築基準法令の規定に適合又は同等とみなされる建築物

の耐震改修については、当該建築物所有者からの申請により、公共的観点から助成制度による財

政的支援を行う。 

 

（３）耐震化を促進するための関係者との連携 

市は、都や関係団体及び建物所有者等と連携を図り、適切な役割分担のもとに住宅・建築物の

耐震診断及び耐震改修の促進に取り組むものとする。 

 

役割分担 

所有者等 

➢ 建物所有者等は、耐震診断及び耐震改修の実施について、自らの問題として認識し取

り組む。特に特定建築物の所有者は、多数の者が利用する特定建築物の安全性の確保

の重要性について十分に認識し、耐震化に努める。 

三鷹市 

➢ 耐震診断及び耐震改修の進捗状況について情報収集を行う。 

➢ 耐震改修促進法に基づく耐震改修計画の認定、指導、助言、指示、命令、公表を行

う。 

➢ 耐震化推進条例に基づく指導、助言、指示を行う。 

➢ 情報提供、耐震相談などの支援を行う。 

東京都 

➢ 耐震化推進条例に基づく命令、公表等を行う。 

➢ 行政、建築関係団体、建築物を所有又は管理する団体から構成される協議会におい

て、本計画の推進を図る。 

➢ 耐震診断及び耐震改修の進捗状況について情報収集を行う。 

➢ 区市町村の耐震改修促進計画の策定にあたり、助言及び技術的支援を行う。 

国 

➢ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に資する技術に関する研究開発を促進するた

め、情報の収集及び提供その他の措置を講ずる。 

➢ 建物所有者にとって耐震診断や改修を行いやすい環境整備や負担軽減のための制度の

構築など必要な施策を講ずる。 

関係団体 
➢ 建築関係団体等は、団体等のもつ専門的知見や人材ネットワークなどを活用し、市及

び都と連携を図りながら、本計画の実施に協力する。 
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２ 対象市域及び対象建築物等 

本計画の対象区域は、市内全域とし、対象とする建築物は、原則として建築基準法における新耐

震基準（昭和 56年（1981 年）６月１日施行）導入より前に建築された建築物等のうち、次に示す

ものとする。 

 

 耐震改修促進計画の対象建築物等 

対象建築物の種類 内 容 耐震改修促進法上の取扱い 

(1) 住  宅 
・戸建住宅（長屋住宅を含む） 

・共同住宅 
 

(2) 

特
定
建
築
物
（
※
） 

特定既存耐震 

不適格建築物 

 

・多数のものが利用する一定 

規模以上の建築物 

法第 14 条に定める建築物 

（同条第１項第３号に定める

建築物は除く。） 

要緊急安全確認 

大規模建築物 

・地震に対する安全性を緊急に 

確かめる必要がある大規模な

建築物 

【耐震診断義務付け】 

（法附則第３条第１項） 

(3) 防災上重要な公共建築物 

・市地域防災計画に位置づける 

以下の施設 

①災害対策本部を設置する施設 

②避難所を設置する施設 

③下水処理施設 

 

(4) 

緊
急
輸
送
道
路
沿
道
建
築
物 

特定緊急輸送道路 

沿道建築物 

・特定緊急輸送道路に接する 

一定高さ以上の建築物 

【耐震診断義務付け】 

要安全確認計画記載建築物 

（法第７条第１項） 

一般緊急輸送道路 

沿道建築物 

・特定緊急輸送道路以外の 

緊急輸送道路に接する一定 

高さ以上の建築物 

特定既存耐震不適格建築物 

（法第 14 条第１項第３号） 

 

(5) 組積造の塀 

・避難路に面する建物に附属す

る一定の長さ・高さを超える

組積造の塀 

 

(6) その他 ・上記に該当しない建築物等  

※ 本計画において、耐震改修促進法第 14 条に定める特定既存耐震不適格建築物（同条第１項第

３号に定める建築物は除く。）及び耐震改修促進法附則第３条第１項に定める要緊急安全確認

大規模建築物と用途・規模要件が同じ新耐震建築物を含めた全ての建築物を、「特定建築物」

という。（詳細 P11参照） 
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（１）住宅 

地震による住宅の倒壊を防ぐことは、居住者の生命と財産を守るだけではなく、倒壊による道

路閉塞を防ぐことができ、円滑な消火活動や避難が可能となり、市街地の防災性向上につなが

る。 

また、震災による住宅の損傷が軽微であれば、修復により継続して居住することが可能であ

り、早期の生活再建にも効果的である。このことから、住宅の耐震化を促進する必要がある。 

 

（２）特定建築物 

  多数の者が利用する一定規模以上の建築物が倒壊した場合、多くの利用者や居住者が被害を

受けるだけでなく、倒壊による道路の閉塞により消火活動や避難に支障をきたす可能性があ

る。 

また、企業の事業継続が困難になるなど経済活動へも大きな影響がある。このことから、着

実に耐震化を図る必要がある。 

耐震改修促進法では、不特定多数の者が利用する建築物や自力での避難が困難な高齢者や乳幼

児などが利用する建築物のうち大規模なものを「要緊急安全確認大規模建築物」と位置付け、要

安全確認計画記載建築物と同様に耐震診断の実施を義務付けている。 

また、要緊急安全確認大規模建築物を除く、多数の者が利用する一定規模以上の建築物を「特

定既存耐震不適格建築物」と位置付けている。 

これらのうち P11 一覧表に示す建築物を特定建築物として、耐震化を促進していく。 

 

（３）防災上重要な公共建築物 

公共建築物は、多数の市民に利用されるとともに、災害時の活動拠点や避難施設等として重要

な役割を担っている。 

また、公共建築物を耐震化することは、民間建築物の耐震化を進めていく上で先導的な役割を

果たす。 

このことから、防災上重要な建築物は、市が率先して耐震化を実現する必要がある。 

 

（４）緊急輸送道路沿道建築物 

地震により、緊急輸送道路など防災上重要な道路の沿道建築物が倒壊し、道路閉塞を起こした

場合、避難や救急・消火活動に支障をきたし、甚大な被害につながるおそれがある。 

また、地震発生後の緊急支援物資等の輸送や、復旧・復興活動をも困難にさせることが懸念さ

れる。 

このため、都は平成 23年（2011年）４月、「東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震

化を推進する条例」（以下、「都耐震化推進条例」という。）を施行し、緊急輸送道路の沿道建

築物の耐震化を重点的に促進している。 

また、東京都耐震改修促進計画の改定により、耐震改修促進法に基づき沿道建築物の耐震化を

促進していくことを位置づけ、建物所有者に対する支援の拡充を図っている。 
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① 緊急輸送道路 

緊急輸送道路は、阪神・淡路大震災の教訓から、地震直後より発生する緊急輸送などを円滑

に行うための道路として、東京都地域防災計画に位置付けられた高速自動車国道、一般国道及

びこれらを連絡する幹線道路と、知事が指定する防災拠点とを相互に連絡する道路である。 

緊急輸送道路のうち、応急対策の中枢を担う都庁本庁舎や立川地域防災センター、重要港

湾、空港などを連絡する道路や、その道路と区市町村庁舎などを連絡する道路として、特に沿

道の建築物の耐震化を図る必要があると認められる道路を「特定緊急輸送道路」、それ以外の

道路を「一般緊急輸送道路」としている。市内の緊急輸送道路についてはＰ24に示す。 

 

② 耐震化すべき沿道建築物等 

震災時に救急・救命活動や緊急支援物資の輸送など緊急輸送道路としての機能を確保するた

め、緊急輸送道路の沿道建築物のうち、倒壊する危険性が高く、倒壊した場合に道路を閉塞す

る可能性が高い建築物等を耐震化する必要がある。 

このことから、以下の図に示す建築物の耐震化を推進する。 

また、緊急輸送道路の沿道建築物のうち、特定緊急輸送道路に敷地が接するものを「特定緊急

輸送道路沿道建築物」、一般緊急輸送道路に敷地が接するものを「一般緊急輸送道路沿道建築

物」という。 

耐震化すべき沿道建築物等の要件 

 

③ 耐震改修促進法上の位置づけ 

耐震改修促進法では、都や区市町村が耐震改修促進計画で地震時の建物倒壊による通行障害を

防ぐべき道路を定め、その沿道建築物の耐震化を促進することとしている。 

このため都は、特定緊急輸送道路を耐震改修促進法第５条第３項第２号に基づく「建築物集合

地域通過道路等」として位置づけ、同法第７条第２号により特定緊急輸送道路沿道建築物を「要

安全確認計画記載建築物」として耐震診断の実施を義務付けた。（耐震診断の結果報告の期限

は、平成 26年度（2014年度）末である。） 

道路4m

6m

高さ6m

①前面道路幅員が１２ｍ以下の場合

６ｍの高さを超える建築物

（１）緊急輸送道路沿道建築物 

緊急輸送道路に敷地が接する建築物のうち、次の全てに該当する建築物 

・新耐震基準（昭和56年（1981年）６月１日施行）導入以前に建築された建築物 

・以下の①又は②の高さを超える建築物 

（２）通行障害建築物となる組積造の塀（耐震診断の義務付けがある塀） 

特定緊急輸送道路に接する建築物に附属する組積造の塀のうち、次の全てに該当する塀 

 ・新耐震基準（昭和56年（1981年）６月１日施行）導入以前に建築された塀 

 ・長さ８mを超える塀 

 ・以下の③の高さを超える塀 

前面道路(L)

高さ(L/2)

中央

②前面道路幅員が１２ｍを超える場合

幅員の１／２の高さを超える建築物

特
定
建
築
物

特
定
建
築
物

４５°
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また、一般緊急輸送道路を耐震改修促進法第５条第３項第３号に基づく地震時の建物倒壊によ

る通行障害を防ぐべき道路として位置づけた。 

そのほか、市では、地震時に救援物資輸送等を円滑に行うため、三鷹市地域防災計画において

緊急輸送道路を指定している。 

 

④ 緊急輸送道路沿道建築物の所有者等の責務 

地震により緊急輸送道路の沿道建築物が倒壊し、緊急輸送道路が閉塞した場合、救急・救命活

動や緊急支援物資の輸送などに支障をきたすなど、その影響が大きいことから、沿道建築物の所

有者は耐震化を図る社会的責任を負う。このため、耐震改修促進法や都耐震化推進条例では、下

表のとおり建築物所有者に義務を課している。 

また、沿道建築物の占有者は、所有者が行う当該特定沿道建築物の耐震改修の実現に向けて協

力するよう努めなければならない。 

緊急輸送道路の沿道建築物の所有者等の義務 

区 分 内 容 根拠条文 

特定緊急輸送道路 

沿道建築物の所有者 

沿道建築物の耐震診断を実施し、その結果を知事に

報告しなければならない。〈義務〉※ 

・都耐震化推進条例 

第10条第１項、第２項 

沿道建築物の耐震診断を実施し、その結果を所管行

政庁に報告しなければならない。〈義務〉※ 

・耐震改修促進法 

第７条第１項第２号 

耐震診断の結果、地震に対する安全性の基準に適合

しない場合、耐震改修等を実施するよう努めなけれ

ばならない。〈努力義務〉 

・都耐震化推進条例 

第10条第３項 

・耐震改修促進法 

第11条 

特定緊急輸送道路 

沿道建築物の占有者 

所有者が行う耐震改修の実現に協力するよう努

めなければならない。〈努力義務〉 

・都耐震化推進条例 

第14条の２第２項 

 

一般緊急輸送道路 

沿道建築物の所有者 

沿道建築物の耐震化に努めなければならない。〈努

力義務〉 

・都耐震化推進条例 

第５条 

・耐震改修促進法 

第14条第１項第３号 

※耐震診断の結果の報告期限は平成 26 年度（2014 年度）末である。 

 

（５）組積造の塀 

コンクリートブロック塀をはじめとする組積造の塀で適正な施工及び管理がされていないもの

は、過去の地震により、倒壊の被害が多く報告されている。 

細街路においても、倒壊による道路等の閉塞により、避難及び救急・消火活動に支障をきたす

おそれがあることから、耐震改修促進法において耐震診断を義務付けされる組積造の塀以外の塀

についても耐震化を促進する必要がある。 

なお、市内に対象となる塀は存在しない。 

 

（６）その他の建築物 

市内には、上記分類のいずれにも該当しない建築物も多数ある。 

地震災害に強いまちづくりを実現するには、すべての建築物が耐震基準を満足していることが

望ましいことから、上記以外の建築物についても耐震診断を行うように働きかけ、耐震化を促進

する必要がある。 
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 特定建築物一覧表  （耐震改修促進法第 14条、第 15条第 2項、附則第 3 項第 1 項） 

用  途 
特定既存耐震不適格 

建築物（第 14 条） 

指示対象となる特定 

既存耐震不適格建築物

（第 15 条） 

要緊急安全確認大規模

建築物（附則第３条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
14 

条
第
１ 

号 

学校 

小学校、中学校、中等教育学校の
前期課程及び特別支援学校 
※ 屋内運動場 の 面積を含む。 

階数２ 以上かつ 
1,000 ㎡以上 

階数２ 以上かつ 
1,500 ㎡以上 

階数２ 以上かつ 
3,000 ㎡以上 

上記以外の学校 
階数３ 以上かつ 
1,000 ㎡以上   

体育館 
（一般公共の用に供されるもの） 

階数１ 以上かつ 
1,000 ㎡以上 

階数１ 以上かつ 
2,000 ㎡以上 

階数１ 以上かつ 
5,000 ㎡以上 

ボーリング場、スケート場、水泳場そ
の他これらに類する運動施設 

階数３ 以上かつ 
1,000 ㎡以上 

階数３ 以上かつ 
2,000 ㎡以上 

階数３ 以上かつ 
5,000 ㎡以上 

病院及び診療所 

劇場、観覧場、映画館及び演芸場 

集会場及び公会堂 

展示場 

卸売市場   

百貨店、マーケットその他の物品販売 
業を営む店舗 階数３ 以上かつ 

2,000 ㎡以上 
階数３ 以上かつ 
5,000 ㎡以上 ホテル及び旅館 

賃貸住宅（ 共同住宅に限る。）、寄宿
舎及び下宿   
事務所 

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉
ホームその他これらに類するもの 

階数２ 以上かつ 
1,000 ㎡以上 

階数２ 以上かつ 
2,000 ㎡以上 

階数２ 以上かつ 
5,000 ㎡以上 老人福祉センター、児童厚生施設、身

体障害者福祉センターその他これらに
類するもの 

幼稚園及び保育所 
階数２ 以上かつ 

500 ㎡以上 
階数２ 以上かつ 

750 ㎡以上 
階数２ 以上かつ 
1,500 ㎡以上 

博物館、美術館及び図書館 

階数３ 以上かつ 
1,000 ㎡以上 

階数３ 以上かつ 
2,000 ㎡以上 

階数３ 以上かつ 
5,000 ㎡以上 

遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイト 
クラブ、ダンスホールその他これらに
類するもの 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他 
これらに類するサービス業を営む店舗 

工場（ 危険物の貯蔵場又は処理場の用
途に供する建築物を除く。） 

  

車両の停車場又は船舶若しくは航空 
機の発着場を構成する建築物で旅客の
乗降又は待合の用に供するもの 

階数３ 以上かつ 
2,000 ㎡以上 

階数３ 以上かつ 
5,000 ㎡以上 

自動車車庫その他の自動車又は自動車
の停留又は駐車のための施設 

保健所、税務署その他これに類する公 
益上必要な建築物 

第
２ 

号 

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供
する建築物 

政令で定める数量以上
の危険物を貯蔵及び処
理する全ての建築
物 

500 ㎡以上 

階数１以上かつ 
5,000 ㎡以上（敷地境

界線から一定距離以内に
存する建築物に限る。） 

第
３ 

号 

地震時に閉塞を防ぐべき道路の沿道建
築物 

耐震改修促進計画で指定する緊急輸送道路の
沿道建築物であって、前面道路幅員の 1/2 
超の高さの建築物（道路幅員が 12ｍ 以下の
場合は 6ｍ 超） 
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３ 耐震化の現状と課題 

（１）住宅 

 ① これまでの取組 

  住宅の倒壊を防ぐことは、居住者の生命や財産を守ることだけではなく、都市の防災力向上にもつ

ながることから、令和７年度（2025年度）末において、耐震性が不十分な住宅をおおむね解消するこ

とを目標として、木造住宅の耐震診断及び耐震改修助成等の実施により取り組んできた。 

  住宅の所有者が主体的に耐震化に取り組むことができるよう、都と連携し相談体制の整備、耐震改

修工法の情報提供、及び助成制度の拡充等を行ってきた。 

  特に、マンションについては、地震により倒壊した場合、道路閉塞を引き起こすなど、周辺地域へ

の影響が大きく、耐震化に対し、居住者の合意形成に困難を伴うことから、セミナーの開催及びアド

バイザー派遣料の助成等管理組合に対する普及啓発や支援に取り組んできた。 

木造住宅 耐震診断・改修助成件数                                                     単位 件 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 現状 

  令和５年（2023年）住宅・土地統計調査のデータ等をもとに推計した、令和６年度（2024年度）末

時点の市内の住宅総数は、約９万 8,100戸である。 

このうち、約９万 2,300戸（約 94.1 ％）の住宅が必要な耐震性を満たしていると見込まれる。 

一方、約 5,800戸（約 5.9％）の住宅は必要な耐震性が不十分であると見込まれる。 

耐震化の割合                 令和６年度（2024 年度）末時点の推計 

 

国土交通省や東京都の耐震化率の推計方法による推計 

③ 課題 

社会状況等の変化により、令和６年度（2024年度）末において耐震化率 95%の目標に達していな

い。 

旧耐震基準の住宅所有者には高齢者が多く、耐震化の重要性を理解するも経済的理由から、診

断・改修に着手できていない。 

耐震化に関する費用負担の軽減を図る必要がある。 

 

 

 

  

平成７年度 

～令和元年度 

(1995～2019年度) 

令和２年度 

（2020年度） 

令和３年度 

（2021年度） 

令和４年度 

（2022年度） 

令和５年度 

（2023年度） 

令和６年度 

（2024年度） 計 

診 

断 

簡易診断 562 ０ ０ １ １ ０ 564 

一般診断 269 ４ ５ 10 ６ 32 326 

改 

修 

簡易改修 140 １ ３ ２ ２ ７ 155 

改 修 72 ０ ０ ２ １ ４ 79 

住  宅 

総  数 

耐震性のある 

住宅数 

耐震性のない 

住宅数 

耐震化率 

令和６年度 

（2024年度）末 

98,158 戸 92,328 戸 5,830  戸 94.1％ 
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（２）民間の特定建築物 

① これまでの取組み 

令和７年度（2025年度）末において、耐震化率 95％以上を目標として取り組んできた。 

  建物所有者が主体的に耐震化に取り組むことができるよう、都と連携し相談体制の整備、耐震改修

工法の情報提供等の支援を行ってきた。 

また、未耐震建築物所有者に対し、状況調査及び文書による啓発を実施した。 

 ② 現状 

所有者への状況調査及び特定建築物定期調査報告のデータ等をもとに把握した民間の特定建築物

は、令和６年度（2024年度）末現在、市内には 240 棟あり、そのうち約 95.8 ％の建築物が必要な

耐震性を満たしている。 

  

耐震化の割合（令和６年度（2024年度）末時点の推計） 
 

特定建築物 

総  数 

耐震性のある 

建築物数 

耐震性のない 

建築物数 

耐震化率 

令和７年度（2025年度）末 

240 棟 230 棟 10 棟 95.8％ 

 

 民間の特定建築物の用途別 耐震化状況（令和６年度（2024年度）末）       単位 棟 

特定建築物 

種 別 

旧耐震 

建築物 

Ａ 

新耐震 

建築物 

Ｂ 

建築物数 

 

Ｃ=Ａ+Ｂ 

耐震性を 

満たす建築物 

Ｄ 

耐震化率 

 

Ｄ/Ｃ 

防災上特に重要な建築物 

（学校、病院等） 
21   34 55  53  96.4％ 

要配慮者が利用する建築物 

（社会福祉施設等） 
 ５ 67 72 72  100％ 

不特定多数が利用する建築物 

（店舗、ホテル、劇場等） 
 ４ 14 18 15  83.3％ 

その他の建築物 20 75 95 90 94.7％ 

合  計 50 190 240 230  95.8％ 

※民間の建築物の対象規模は、P.11 特定既存耐震不適格建築物一覧 を参照 

※賃貸住宅については、本計画では住宅で耐震化率の推計を行ったため、特定建築物の推計に含めていない。 

 

〔要緊急安全確認大規模建築物〕 

耐震改修促進法では、不特定多数の者が利用する建築物や自力での避難が困難な高齢者や乳幼児

などが利用する建築物のうち大規模なものを「要緊急安全確認大規模建築物」と位置付け、要安全

確認計画記載建築物と同様に耐震診断の実施を義務付けている。 

令和６年度（2024年度）末現在、市内の民間建築物で、対象となる建築物に該当が見込まれるも

のはない。 

また、公共建築物で対象となる建築物は、すべての建築物が耐震性を満たしている。 
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防災上重要な公共建築物（元気創造プラザ） 

③ 課題 

   現状の耐震化は目標を満たしていない。多数の者が利用する一定規模以上の建築物である特定

建築物が倒壊した場合の影響を踏まえ、今後も耐震化を促進する必要がある。 

所有者等に対しアドバイザー派遣制度の利用啓発を行い、個別の課題に効果的に対応する必要

がある。 

   

（３）防災上重要な公共建築物及び公共の特定建築物 

災害時の活動拠点や避難施設等である重要な役割を担う防災上重要な公共建築物については、平成

30 年度（2018年度）に 104 棟の耐震改修が完了し、耐震化率 100％を達成した。 

また、防災上重要な公共建築物以外にも多数の市民に利用される図書館や公立保育園等の公共の特

定建築物についても、平成 28年度（2016年度）末に 12 棟の耐震改修が完了し、耐震化率 100％とな

った。 

  今後は、耐震性能を維持するため、施設の適切な管理に努める必要がある。 
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【参考】計画対象公共建築物             （令和６年度（2024年度）末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共の特定建築物（防災上重要な公共建築物を除く）（12棟） 
  

三鷹図書館 大沢住宅（市営住宅） 

三鷹市芸術文化センター 三鷹市立アニメーション美術館 

南浦東保育園 中央保育園（母子生活支援施設三鷹寮） 

牟礼保育園 あけぼの保育園 

三鷹西野保育園 下連雀保育園 

上連雀保育園 野崎保育園 

三鷹市新都市再生ビジョン」に基づく棟数（下水処理施設以外） 

 

防災上重要な公共建築物（104棟） 災害対策本部設置施設＋避難所設置施設＋下水処理施設 

第一小（校舎 2棟、体育館） 元気創造プラザ総合防災センター 

第二小（校舎 3棟、体育館） 庁舎棟、議場棟、第二庁舎、弓道場・アーチェリー場 

第三小（校舎１棟、体育館） 公会堂、さんさん館 

第四小（校舎 3棟、体育館） 上連雀分庁舎 

第五小（校舎 3棟、体育館） 教育センター 

第六小（校舎 3棟、体育館） 

 
第七小（校舎 3棟、体育館） 大沢コミュニティ・センター（本館・体育館） 

大沢台小（校舎 2棟、体育館） 牟礼コミュニティ・センター（本館、体育館） 

高山小（校舎・体育館、校舎 ） 井口コミュニティ・センター（本館、体育館） 

南浦小（校舎 5棟、体育館） 新川・中原コミュニティ・センター（本館、体育館） 

中原小（校舎 4棟、体育館） 井の頭コミュニティ・センター（本館、新館） 

北野小（校舎 3棟、体育館） 連雀コミュニティ・センター 

井口小（校舎 1棟、体育館） 三鷹駅前コミュニティ・センター 

東台小（校舎 1棟、体育館） 

 
羽沢小（校舎 1棟、体育館） 北野ハピネスセンター 

 

福祉関連施設 新川作業所 

第一中（校舎 2棟、体育館） 高齢者センターけやき苑 

第二中（校舎 3棟、体育館） 福祉コアかみれん 

第三中（校舎 1棟、体育館） 牟礼老人保健施設 

第四中（校舎 3棟、図書館棟、体育館）  

第五中（校舎 3棟、体育館） 下連雀複合施設 

第六中（校舎 2棟、体育館）  

第七中（校舎 1棟、体育館）                      東部水再生センター（管理棟、汚泥棟、電気棟） 

 

井の頭ポンプ場 
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特定緊急輸送道路（三鷹通り） 特定緊急輸送道路（東八道路） 

（５）緊急輸送道路沿道建築物 

 ① 特定緊急輸送道路沿道建築物 

  ア これまでの取組 

都は、都耐震化推進条例に基づき「特定緊急輸送道路」を指定し、沿道建築物の耐震診断を義務

化した。その後、平成 25年（2013年）の耐震改修促進法の改正により、特定緊急輸送道路を法第

５条第３項第２号に基づく「建築物集合地域通過道路等」として耐震改修促進計画に位置付け、そ

の沿道建築物を同法第７条第２号により「要安全確認計画記載建築物」として耐震診断の実施を義

務づけた。 

市では、平成 23年（2011 年）10月より、耐震補強設計及び耐震改修工事等に対し、その費用の

一部を助成している。 

なお、平成 29年度（2017 年度）に、三鷹市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要

綱を改定し、構造耐震指標 Is値が 0.3未満の要安全確認計画記載建築物について改修助成費用の限

度額に一部加算している。 

市では、これまで都と連携し、文書による啓発、指導・指示に加え、個別訪問による対面指導等

を実施している。 

 

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成件数                                        単位 件 
 平成 23～令和元年度 

(2011～2019 年度) 
令和２年度 

(2020 年度) 

令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

令和６年度 

(2024 年度) 
計 

耐震診断 22 ― ― ― ― ― 22 

補強設計 ７ ０ ０ ０ ０ ０ ７ 

耐震改修 ６ ０ ０ ０ ０ ０ ６ 

除却 ５ １ ０ ０ ０ ０ ６ 

   ※耐震診断助成制度は、平成 28 年度（2016 年度）にて終了 
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  イ 現状 

市内では、三鷹通り、東八道路の一部及び中央自動車道が指定を受け、都耐震化推進条例によ

り、沿道の要安全確認計画記載建築物の所有者に耐震診断を義務づけている。 

市内には 32 棟の要安全確認計画記載建築物があり、そのうち耐震性を満たしているものが令和

６年度（2024年度）末現在、24 棟となっている。 

 

  特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の現状（令和６年度（2024年度）末）     単位 棟 

種 別 

昭和 56 年

（1981 年） 

以前の建築物 

Ａ 

昭和 57 年

（1982 年） 

以降の建築物 

Ｂ 

建築物数 

 

Ｃ=(Ａ+Ｂ) 

耐震性を満

たす建築物 

Ｄ※ 

耐震化率 

 

(Ｄ/Ｃ) 

特定緊急輸送道路 

沿道の建築物 
32 89 121 113 93.4 ％ 

※ 解体された建築物を含む棟数 

 

ウ 課題 

８棟（耐震診断未診断１棟含む。）が耐震化されておらず、このうち５棟（耐震診断未診断１棟

含む。）が特に倒壊の危険性が高い建築物（耐震指標 Is値が 0.3未満）である。個別訪問による聞

取り調査では、耐震化に対応できない理由として、土地と建物の権利関係や経済的な事情などがあ

げられた。 

 

② 一般緊急輸送道路沿道建築物 

ア 現状 

都は、特定緊急輸送道路以外の一般緊急輸送道路を耐震改修促進法第５条第３項第３号に規定す

る「地震時の建物倒壊による通行障害を防ぐべき道路」として位置づけている。市内では吉祥寺通

り、武蔵境通り、天文台通り、連雀通り、人見街道の一部、東八道路の一部が指定を受けており、

約 40 棟の建築物が沿道建築物となっているものと見込まれる。 

令和５年に一般緊急輸送道路の一部が変更指定されたことから、新たな一般緊急輸送道路沿道建

築物と見込まれる建物所有者に対しアンケート調査等を実施し、対象建築物の把握と耐震化啓発に

努めている。 

 

   イ 課題 

一般緊急輸送道路沿道建築物は、耐震化状況の報告が法律及び条例等で義務づけられていないこ

とから、耐震化率や建築物ごとの進捗状況を把握する必要がある。 

対象と見込まれる建築物所有者へのアンケート調査等では、耐震化に対応できない理由として、

経済的な事情があげられた。 
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４ 耐震化の目標 
（１）耐震化の現状と目標 

 

 

（２）住宅耐震化の目標 

市では、木造住宅の耐震診断を実施した市民に対し、その費用の一部を助成しており、耐震診断の

結果、「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と診断された住宅については改修費

用の一部を助成している。 

今後も、これら助成制度の活用や普及啓発等により、市民の生命、財産の保護及び地域の被害の軽

減を図るため、住宅の耐震化については、優先的に取り組むものとする。 

住宅耐震化の目標は、国の基本方針を踏まえ、地震による死者数を被害想定数から半減させること

を目指し、令和 17年度（2035年度）までに耐震性が不十分な住宅を概ね解消することを目標とす

る｡ 

 

（３）民間特定建築物の耐震化の目標 

市内には、多数の者が利用する民間特定建築物が多数集積し、経済活動の促進に大きな役割を果た

している。市民の生命の保護と経済活動における減災を図るため、民間特定建築物の耐震化を促進す

ることが重要である｡ 

国の基本方針を踏まえ、地震による死者数を被害想定数から半減させることを目指し、所有者等に

対し、耐震化の重要性について周知及び啓発等を行い、令和 17年度（2035年度）までに耐震性が不

十分な建築物を概ね解消することを目標とする｡ 

民間特定建築物の中でも、不特定多数の者が利用する建築物や災害時要配慮者が利用する建築物

は、震災時の防災拠点の確保や地震被害の軽減を図るため、重点的に耐震化を推進する。 

 

 

 

建築物の種類 

現状 目標 

令和６年度（2024 年度）末  
令和 17 年度 

(2035 年度) 末 

住宅 94.1％ 概ね解消 

民間特定建築物 95.8％ 概ね解消 

防災上重要な公共建築物 
100％  

（達成済） 
― 

公共の特定建築物 

（防災上重要な公共建築物を除く。） 

100 ％ 

（達成済） 
― 

特定緊急輸送道路沿道建築物 区間到達率 80.5％ 区間到達率 95%以上 
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（４）緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化の目標 

① 特定緊急輸送道路沿道建築物 

都は、令和２年（2020年）３月に東京都耐震改修促進計画の一部改定をし、特定緊急輸送道路の

通行機能を的確に表す指標を用い、耐震化の進捗に伴う「通行機能向上の表現」及び「効果の高い施

設の有効性、効果の確認」を可能とした「区間到達率」及び「総合到達率」を新たな目標指標とし

た。 

市においても都と同じ指標による「区間到達率」を前回改定時から採用している。 

区間到達率は、コンピュータシミュレーションにより地震時の特定緊急輸送道路沿道建築物の倒壊

等の予測から特定緊急輸送道路上のある地点への物資輸送車輛等の到達確率を算出したものである。 

市へつながる他区市の特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化状況に影響を受けるが、市内特定緊急

輸送道路沿道建築物の現状把握と耐震化の推進を図り、区間到達率による目標達成を図る。 

今後は、都と連携して Is値が 0.3未満相当の倒壊の危険性が高い建築物の耐震化を優先しつつ耐

震化を推進し、令和 17年度（2035年度）に区間到達率 95%以上を目標とする。 

 

② 一般緊急輸送道路沿道建築物 

今後は、国及び都との連携により、対象建築物の状況を整理した台帳整備のほか、所有者等に対

して啓発文書を送付するなど、耐震化を推進する。 
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区間到達率算出における耐震化の効果イメージ 

（出典 東京都耐震改修促進計画） 

区間のイメージ 

（出典 東京都耐震改修促進計画） 

 

通行のイメージ 

（出典 東京都耐震改修促進計画） 

（参考）区間到達率 

区間到達率とは、特定緊急輸送道路の区間ごとの通行機能を評価する指標であり、当該区間に都県境入

口（51 箇所）の過半（26 箇所）から到達できる確率をシミュレーションにより算出したものである。シ

ミュレーションは 10,000 回実施し（倒壊建物が異なる 10,000 パターンについて計算）、道路区間ご

との到達可能性を区間到達率として評価したものである。 

なお、区間とは交差点や中央分離帯の開口部により道路を区分した各部分をそれぞれ区間としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）総合到達率 

特定緊急輸送道路全体の通行機能を評価する指標であり、区間到達率を道路全体で加重平均して算出

したもの。東京都耐震改修促進計画では、区間到達率をもとにした総合到達率についての目標を掲げて

いる。 

東京都耐震改修促進計画では、一般緊急輸送道路のうち、耐震性不足の建物が立ち並ぶ特定緊急輸送

道路を補完する区間を「取組強化路線」として設定し、取組強化路線を加味した総合到達率としてい

る。 
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第３章 耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策  

１ 住宅の耐震化 

災害時における市民の生命・財産の保護及び地域の被害軽減のためには、住宅の耐震化を促進するこ

とが重要となる。 

旧耐震基準の木造住宅では、耐震性を満たさないものも多く、地震の際には、倒壊による火災の被害

も想定され、特に重点的に耐震化を進める必要がある。そのため、現在の耐震化助成制度の継続及び住

宅の安全に対する意識啓発を図る。 

（１）木造住宅耐震診断及び耐震改修助成制度の継続・拡充 

これまで市では、昭和56年（1981年）以前に建築された在来軸組構法等による木造住宅を対象に、

木造住宅耐震診断助成制度に基づき、耐震診断費用の一部を助成している。耐震診断を行った結果、

「倒壊する可能性がある」と診断された住宅に対し耐震改修費用の一部を助成していたが、令和元年

度から、平成12年（2000年）５月31日の法改正以前に建築された木造住宅及び現に居住していない空

き家に対しても助成対象を拡大し、一層の耐震化を推進する。 

また、助成制度の利用率の向上、生活基盤である住宅の安全に対する意識の啓発を図るため、広

報みたかへの掲載のほかに、路線バスの車内へのポスターの掲示などＰＲの充実を図り、継続して

耐震化を推進する。 

そのほか、耐震診断及び耐震改修にかかる費用等の負担の大きさを要因として耐震化へ進めない所

有者も多いことから、安価で工期の短い耐震化工法も助成対象とし、促進する。 

 

（２）分譲マンション耐震助成制度の活用・推進 

市内には、分譲マンションが多数あり、耐震化には多くの区分所有者の合意形成が必要となる。 

耐震化に向けた支援として、耐震アドバイザー派遣、耐震診断、補強設計及び耐震改修に要する

費用の一部を助成する「分譲マンション耐震助成制度」を令和６年度に創設したため、本制度の活

用を推進する。 

  

（３）分譲マンション管理者への啓発 

市では、マンションの管理組合等を対象に、分譲マンション維持管理セミナーを実施するととも

に、平成 27年度（2015年度）に都と連携して旧耐震のマンション管理組合等に対し、耐震化の必要

性を説明して回る「マンション啓発隊」※を実施した。 

平成 30年度（2018年度）からは、都が実施している、管理や建替え、改修についての相談や疑問

に答える「マンションアドバイザー制度」等を活用するマンション管理者を支援し、管理運営の円滑

化を図っている。 

 

※ マンション啓発隊：マンションの耐震化を促進するため、都内にある旧耐震基準のマンションを対象に、平成 24

年（2012 年）から都職員、市職員、専門家（建築士又はマンション管理士）の３人１組で管

理組合等を直接訪問し、耐震化に向けた取組みについて助言等を実施。 
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２ 民間特定建築物の耐震化 

市内には、多数の者が利用する民間特定建築物が多数集積し、経済活動の促進に大きな役割を果たし

ている。市民の生命、身体及び財産の保護と経済活動における減災を図るため、防災上重要な学校や病

院、不特定多数の者が利用する店舗等の建築物について、建物所有者に対し、耐震化を実施するよう重

点的に指導等を行う。 

また、市は耐震改修促進法に基づき、民間特定建築物（P.11特定建築物一覧参照）等の建物所有者に

対して、特定建築物定期調査報告時や、増改築や用途変更の窓口相談の際に指導、助言等を行うほか、

ホームページなどによる情報提供、耐震化の状況に関するアンケート調査の実施など、必要な啓発を行

い耐震化の促進を図る。 

都では、令和３年度（2021年度）からアドバイザー派遣等を実施し耐震化の促進に取り組んでいる。 

 

３ 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化 

緊急輸送道路の沿道建築物は、建物倒壊による道路の閉塞が震災時の救急救命活動や支援物資輸送の障

害となるため、建築物所有者が耐震化の重要性を認識できるよう、普及啓発に取り組んでいくととも

に、都のアドバイザー派遣制度等と連携して技術的な支援を行うことで所有者が耐震化に取組みやすい

環境を整備する。 

また、都耐震化推進条例に基づき、耐震性が不足する建築物所有者等に対して、指導・助言を行うほ

か、必要に応じて指示・公表し、耐震改修を促進する。 

（１）特定緊急輸送道路沿道建築物 

特定緊急輸送道路は、主要な防災拠点や他市等の緊急輸送道路を結ぶ広域的なネットワークを形成し、

救急救命活動や緊急車両の通行等、震災時の大動脈となる重要な役割を担っていることから、特に沿道

建築物の耐震化を図る必要がある道路となっている。このことから、沿道建築物の所有者には、耐震

診断が義務付けられており、以下の取組みにより、重点的に沿道建築物の耐震化を推進する必要があ

る。 

① 建物所有者及び占有者への働きかけ 

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進するためには、建物所有者及び占有者が 緊急輸送道路

の役割や耐震化の重要性などを認識する必要がある。このため、都や関係団体と連携し、所有者や占有

者に対し、改めて個別訪問や啓発文書の送付などにより耐震化を働きかける。 

令和３年度より、特定緊急輸送道路沿道建築物のうち、耐震性の低い建築物の所有者に対し、法及

び都条例に基づく指導・指示を実施しており、今後も都と連携し文書送付や個別訪問を継続して実施

する。 

 

② 耐震化に係る支援 

都のアドバイザー派遣制度等を活用し、建築物ごとの耐震化の障害となっている原因を分析及び解決

するなど、建物所有者に対し支援等を行う。 
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③ 耐震化促進事業助成 

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に係る費用（耐震補強設計、耐震改修、建替え及び除却費

用）を助成することにより、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進していく。特に倒壊の危険性

の高い建築物（Is値 0.3未満）については、平成 29年度（2017年度）より拡充された都の助成制

度を活用して、重点的に耐震化を促進している。 

 

④ 耐震診断に係る公表 

建物所有者に対して耐震化を促すため、耐震改修促進法及び都耐震化推進条例に基づき、国及び都

と連携を図り法令等に基づく指導及び指示等を行ってきた。都は、正当な理由なく耐震診断を実施し

ていない建築物について、都耐震化推進条例に基づき所在地等の公表を行い、市民への情報提供を行っ

ている。 

引き続き、耐震診断を実施しない建築物の所有者に対し耐震診断及び耐震改修を行うよう促すととも

に、必要に応じて、都耐震化推進条例に基づき都と連携を図りながら命令を行うことを検討する。 

 

⑤ 耐震改修に係る公表 

建築物の耐震改修の実施には、建築物所有者に加え占有者の協力も不可欠であることから、都耐

震化推進条例に基づき、都と連携を図りながら建築物所有者に対する指導・指示及び必要に応じて

占有者への指導、助言及び指示を行う。 

都は、正当な理由なく耐震改修を実施しなかった場合、特定緊急輸送道路沿道建築物の所在地、

名称等の公表を実施することとしている。 

 

（２）一般緊急輸送道路沿道建築物 

一般緊急輸送道路は、特定緊急輸送道路の広域的なネットワークを補完するとともに、特定緊急輸

送道路と防災拠点をつなぐ、震災時に重要な役割を担う道路である。 

現在は、特定緊急輸送道路沿道建築物のような耐震化状況の報告を義務化していないことから、今

後は対象建築物の状況を整理した台帳整備や国及び都と連携し、所有者に対して啓発文書の送付を行

う。 
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都及び市が指定する閉塞を防ぐべき道路 

※「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」及び「三鷹市地域防災計画」による緊急輸送道路 
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路線バス車内への掲示ポスター 

第４章 耐震化を促進するための普及啓発 

１ 耐震化への意識啓発 

（１）地域危険度測定調査の活用 

市民自らが、耐震診断及び耐震改修を実施していくためには、自分が住んでいる地域の地震に対

する危険性を十分認識していることが必要である。 

このため、市は、市民に対し、地震に関する地域危険度測定調査を活用し、地震に関する地域の

危険度の周知や、耐震診断及び耐震改修の啓発と知識の普及を図る。 

 

(２）防災意識啓発事業との連携 

     自助を基本とする市民の防災意識の向上を図るため、市は、市民に対し、自助、共助を支援する

ため、防災出前講座等を利用した防災意識の啓発を図る。 

 

２ 相談体制の整備と情報提供の充実 

（１）相談体制の整備と充実 

住宅・建築物の耐震化を促進するためには、助言や情報提供を適切に行うなど、建物所有者等の

ニーズに的確に対応することが重要である。 

このため、市は、耐震診断及び耐震改修に関する相談窓口の充実を図る。相談窓口の充実にあた

っては、耐震診断及び耐震改修などの関係部署が連携し、市民にとってわかりやすいものとなるよ

う努める。 

また、市は、専門的な事項について、関係団体等と十分に連携・協力して対応するよう努める。 

 

（２）情報提供の充実 

市民や事業者等に対し、耐震診断及び耐震改修に関する助成事業等について普及啓発を図るた

め、助成制度等についての各種パンフレットを作成し、相談に来た市民に配布するほか、広報やホ

ームページ掲載、路線バス車内へのポスターの掲示など、多様な広報活動を実施する。 

今後、各種のイベントの機会を利用して、パンフレットの配布など耐震化に関する情報提供の充

実を図る。 
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（３）耐震キャンペーンの実施・周知 

市では、これまで「広報みたか」やホームページなどの媒体を通じて、耐震キャンペーンの実施

など耐震化に係る情報提供を行ってきた。今後も都と連携し、様々な形で情報を発信してゆく。 

 

（４）耐震改修促進税制の周知 

平成 18年度（2006年度）税制改正において耐震改修促進税制が創設された。 

既存建築物の耐震改修工事を行った場合、その証明書等を添付して確定申告等を行うことで、固

定資産税の減額措置を受けられる支援策等について周知する。 
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第５章 総合的な安全対策  

１ 耐震改修促進法及び都耐震化推進条例に基づく指導等 

耐震改修促進法における指導・助言の対象は、学校、病院、事務所など多数の者が利用する一定規

模以上の建築物と、平成 17年（2005年）の法改正により対象に追加された危険物の貯蔵場・処理場の

用途に供する建築物及び緊急輸送道路を閉塞させるおそれのある建築物である。耐震改修促進法第 14

条において、これらの建築物の所有者は、適切に耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう

努めなければならないと規定されている。 

また、平成 25年（2013年）５月の法改正により、要安全確認計画記載建築物と要緊急安全確認大規

模建築物について耐震診断の実施と、その結果を報告する義務が課され、報告された耐震診断の結果

については、所管行政庁が公表することとされた。 

一方、都は、耐震化推進条例を制定し、緊急輸送道路のうち特に沿道建築物の耐震化を図る必要が

ある道路として特定緊急輸送道路を指定した。 

市は、耐震診断及び耐震改修を促進し、目標を達成するために、都と連携し、耐震改修促進法及び

都耐震化推進条例に基づく指導、助言等を効果的に行う。 

 

（１）対象とする建築物 

・ 耐震改修促進法における指導及び助言の対象建築物は、耐震改修促進法第 14条各号に定める特

定建築物とする。 

・ 耐震改修促進法における指示の対象建築物は、耐震改修促進法第 15条第２項に定める特定建築

物とする。 

・ 都耐震化推進条例における指導、助言等の対象建築物は、都耐震化推進条例第 8条第 1項に定

める特定沿道建築物とする。 

耐震改修促進法の対象建築物と都耐震化推進条例の対象建築物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震改修促進法第 14 条各号に定める特定建築物 （P.11 特定建築物一覧参照） 

耐震改修促進法第 14 条第 1 号、第 2 号に定める特定建築物 

耐震改修促進法第 15条第 2項に定める特定建築物 

（第 14 条第 1 号、第 2 号の特定建築物のうち規模の大きいもの） 

多数の者が利用する一定規模以上の建築物（14 条第 1 号） 

一定数量以上の危険物の貯蔵場、処理場（14 条第 2 号） 

指導・助言（市） 

指示･公表（市） 

耐震改修促進法第 14条第 3号に定める特定建築物 
指導・助言・指示 

命令・公表（市） 

都耐震化推進条例に定める特定緊急輸送道路沿道建築物 

（特定緊急輸送道路沿道の一定規模以上の建築物） 

緊急輸送道路を閉塞させるおそれのある建築物 

指導・助言 
指示（市） 

命令・公表（都） 
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（２）重点的に指導等を行う建築物 

防災拠点の確保や、地震被害の軽減を図るため、原則として、以下の特定建築物について、重点

的に指導等を行う。 

・ 地震発生時に閉塞を防ぐべき道路沿道の特定建築物 

・ 学校、病院などの防災上特に重要な特定建築物 

・ ホテル、店舗などの不特定多数の者が利用する特定建築物 

・ 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する特定建築物 

 

（３）耐震改修促進法による指導、助言等の実施 

① 耐震改修促進法第 15条第１項に基づく指導及び助言 

対象となる特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、耐震診断及び耐震改修の必要性を説明

し、実施を促す。指導及び助言は、啓発文書の送付をはじめ、相談等の機会を活用して行う。 

 

② 耐震改修促進法第 15条第２項に基づく指示 

指導及び助言により、耐震診断又は耐震改修の実施を促してもなお実施しない場合は、具体的な

事項を記載した文書を交付して指示を行う。 

 

③ 耐震改修促進法第 15条第３項に基づく公表 

指示を受けた特定既存耐震不適格建築物の所有者が、正当な理由がなく、指示に従わず、必要な

耐震診断又は耐震改修を実施しない場合は、その旨を公表する。公表にあたっては、所有者による

耐震診断又は耐震改修の実施計画の有無など、計画的な耐震診断・耐震改修の実施の見込みを勘案

して判断する。公表は、耐震改修促進法に基づくことを明示する。 

公表を行ったにもかかわらず、建築物の所有者が耐震改修を行わない建築物のうち、建築基準法

第 10条の規定に該当する建築物については、その所有者等に対し、同条の規定に基づく勧告又は命

令を行うことを検討する。 

 

（４）都耐震化推進条例による指導、助言等の実施 

都耐震化推進条例における指導、助言は以下のとおり定められている。これらの業務は、本来、

都知事が行うものであるが、「市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例」により都耐

震化推進条例に基づく事務の一部について、市が委任を受けているものについては、都と連携を図

りながら市が実施する。一方、都が実施するものについては、市は必要な情報提供を行う。 
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都耐震化推進条例における役割分担 

段 階 内 容 条 文 
役割分担 

都 市 

特定緊急輸送道路の指定 
特に沿道建築物の耐震化を推進 
する道路を指定 

第 7 条 ○  

耐震化状況の報告（義務） 耐震化状況に関する指導・助言 第 9 条 ○  

耐震診断 
（義務） 

耐震化に関する指導・助言 
第 11 条 第 1 項 
第 14条の２第 1項  

 ○ 

耐震化に関する指示 第 11 条 第 2 項  ○ 

指示に従わない場合の公表 第 12 条 第 1 項 ○  

耐震診断実施命令 第 13 条 ○  

命令に従わない場合の罰金 第 19 条 ○  

耐震改修 
（努力義務） 

耐震化に関する指導・助言 
第 11 条 第 1 項 
第 14条の２第 3項 

 ○ 

耐震改修等の指示 第 14 条 第１項  ○ 

指示に従わない場合の公表 第 14 条 第２項 ○  
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２ 地震時の安全対策 

（１）窓ガラス落下防止対策 

平成 17年（2005年）３月に発生した福岡県西方沖地震において、市街地にあるビルのガラスが割

れ、道路に大量に落下する事態が発生した｡これを機に、地震発生時の窓ガラスの落下、飛散による

人身事故の危険性が改めて問題となった。 

窓ガラスの落下防止等に関して、これまで、市では以下のような実態調査と改善指導を実施し

た。 

【対象建築物】 

    容積率が 400％の地区又は地域防災計画による避難路に面する地上３階以上で、昭和 54年

（1979年）３月 31日以前に着工された建築物 

【昭和 53年（1978年）】 

建築基準法施行令に基づく告示が改正され、窓ガラスを固定するシーリング材に硬化性のも

のを使用することが原則禁止 

【昭和 55年（1980年）以降】 

硬化性シーリング材を使用する窓ガラスの実態調査及び改善指導 

その結果、窓ガラスの落下防止等について、未改修ビル等の建物所有者等への改善指導が行わ

れ、現在は対象建築物には未改修ビルがなくなっている。 

 

（２）外壁タイル等の落下防止対策 

平成 17年（2005年）６月に都内のオフィスビルにおいて、外壁タイルの落下により負傷者を出す

事故が発生した。これを受け、外壁タイル等の落下により危害を与えるおそれのある傾斜した外壁

を有する建物所有者に対して、実態調査と改善指導を実施した。 

また、平成 20年（2008年）４月１日以降は特定建築物の定期調査報告において、竣工又は外壁改

修等から 10年経過後、最初の調査の際に全面打診等により外壁タイル等の劣化・損傷について調査

を行うことが義務付けられた。 

今後、建物所有者等から状況調査報告を得られていないものや、落下防止対策が済んでいない建

築物について状況調査の実施を督促するとともに、定期報告等の機会を捉え改善指導を行う。 

 

（３）屋外広告物に対する指導 

地震時に広告塔や看板等が脱落して被害をもたらすことがないよう、市では屋外広告物の許可申

請や相談時に屋外広告物条例などにより指導してきた。 

劣化により落下の危険性のある看板等については、建物所有者に対して、実態調査と改善指導を

実施し、屋外広告物設置者に対して重点的に指導していく。 

 

（４）ブロック塀等の倒壊防止対策 

昭和 53年（1978年）６月の宮城県沖地震や平成 30年（2018年）６月の大阪北部地震では、ブロ

ック塀倒壊による死者が発生し、その危険性が問題となった。 

また、平成 23年（2011年）３月の東日本大震災の際には、市内でも大谷石の塀など 24件の倒壊

等の被害が発生している。このため、市では避難道路や通学路沿い等のブロック塀等の実態調査を
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実施し、建築基準法に定める技術的基準を満たしていない危険性が高いものに対し、改修等を行う

よう改善指導を行ってきた。 

市では、このような事故を教訓として、通報により危険性の指摘のあったブロック塀や、パトロ

ール等において危険が確認されたブロック塀等について、台帳管理するとともに経過を確認してい

る。 

また、塀所有者等に対して倒壊による危険性や対策の必要性について啓発文書を送付するととも

に、建築確認申請時や特定建築物定期調査報告時、建築物防災週間等の機会を捉えて改善指導を行

っている｡ 

さらに、「緑と水の公園都市」の実現や歩行者の安全のため、道路に面した場所の生垣等の設

置、それに伴う既存ブロック塀撤去工事費用に対し助成を行っている。そのほか、市内すべての建

築敷地から「三鷹市地域防災計画（震災編）」に定める避難所及び避難場所までの経路を社会資本

整備総合交付金交付要綱に規定する「避難路」と位置づけ、ブロック塀の倒壊等による通行障害や

災害の発生を防止することを目的としたブロック塀等撤去助成制度を令和元年度（2019年度）に創

設した。 

そのほか、広報等により、当該助成制度の周知とともに、ブロック塀等の建築基準法に定める技

術基準、生垣の延焼遮断効果等についてもあわせて周知する。 

ブロック塀撤去等に係る助成件数                        単位 件 

 平成元年度 

～令和３年度 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 計 

ブロック塀等撤去の助成 310 19 14 15 358 

 

（５）特定天井の落下対策 

東日本大震災では、都内においても庁舎や公共施設の一部において、天井材の一部落下などが発

生し、死傷者が出る等の被害があった。 

また、建築基準法関係法令が改正され、平成 26年（2014 年）４月からは、新築する建築物などの

特定天井について、脱落防止対策に係る新たな技術基準が適用されることとなった。 

そのほか、特定天井を有する既存建築物については、増改築時に落下防止措置が規定された。 

これまでも市では、国や都と連携し、体育館、ホール等の 500㎡以上の大規模な天井を有する建

物所有者に対して、実態調査と改善指導を実施してきた。 

特定天井を天井落下による被害を防止するため、今後も建物所有者に対する、建築基準法に基づ

く定期報告制度や建築物防災週間を活用した改善指導等の取組みを推進していくとともに、落下防

止対策の普及啓発を行う。 

 

（６）エレベーターの閉込め防止対策 

平成 17年（2005年）７月に発生した千葉県北西部地震では、首都圏で多くの住宅・建築物でエレ

ベーターが緊急停止した。この際、エレベーターのかごの中に利用者が長時間にわたり閉込められ

るなどの被害が発生し、市民に不安や混乱を生じさせることになった。 
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また、東日本大震災では、東北地方から東海地方にかけて 210台のエレベーターの閉込め事例が

報告された。 

閉込め防止対策としては、下表の装置等があるが、未だ設置されていないエレベーターも多い状

況である。 

このため、地震時におけるエレベーターの運行や復旧、安全対策などに関する情報を提供すると

ともに、関係団体等に対し、閉込め防止装置の積極的な設置と復旧体制の整備を働きかけ、市民の

不安解消と被害防止を推進する｡ 

【エレベーター閉じ込め防止装置】 

 

（７）定期報告制度との連携 

建築基準法第 12 条に基づき、特定建築物の所有者は、調査資格者により建築物の調査を行わせ、

その結果を定期的に特定行政庁に報告しなければならない。 

その際、所有者は、当該建築物の耐震診断及び耐震改修の実施状況、特定天井や外壁等の落下物

の有無を調査者に調査させ、報告する必要がある。 

市は、定期報告制度により、特定建築物の耐震診断及び耐震改修の状況の把握に努めるととも

に、地震発生時に特定天井や外壁等の落下の危険のある建築物等への指導を行う。 

 

（８）がけ崩れ、擁壁の安全化対策 

都市化の進展に伴い、近年の住宅開発は、既成市街地の周辺及びがけ地や急な斜面に宅地を造成

し、住宅を建設するケースが多くなっている。 

令和７年（2025年）９月には隣接する杉並区において、擁壁の崩壊に起因する建物の倒壊が発生

した。 

市内においても傾斜地における造成地が存在し、これらがけ地の崩壊等で危険を及ぼす恐れのあ

る土地に対して、市は、地震による被害の防止又は軽減を図るため、次のような指導等を行う。 

また、安全性が確認できない擁壁等については、建築物の建替え時等に改築・改修を指導する。 

 

① 建築基準法及び都建築安全条例に基づく指導 

がけ地に新たに建築物や擁壁を設ける場合は、建築基準法に規定されている技術基準及び都建築

安全条例に基づき指導を行う。 

 

 

 

装置名 機   能 

リスタート運転機能 
地震で運転装置が働いて緊急停止した場合に、自動で安全性を確認しエレベーター

を再作動させることにより、閉込めを防止する機能 

停電時自動着床装置 停電時に、エレベーターを最寄り階に着床させるのに必要な電力を供給する装置 

Ｐ波感知型地震時管制

運転装置 

主要動（Ｓ波）が到達する前に、初期微動（Ｐ波）を感知することにより、完全に

エレベーターを最寄り階に着床させ、ドアを開放する装置 



第５章 総合的な安全対策 

 - 33 - 

② 都の宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制及び指導に対する都への協力 

都は、「宅地造成及び特定盛土等規制法」の規定に基づき、宅地造成に伴いがけ崩れや土砂の流

出等の災害発生の恐れが著しい地域を宅地造成等工事規制区域に指定している。 

市域の全域が宅地造成等工事規制区域に指定されており、宅地造成工事に対し法の定める技術基

準を確保するよう、宅地の巡視点検、工事状況報告の聴取を行うほか危険な宅地については、必要

な勧告、改善命令、監督処分等の指導を行う都に協力し、災害の防止を図る。 

 

③ 土砂災害防止法に基づく規制及び指導 

平成 11年（1999年）に広島県で起きた土砂災害を契機とし、「土砂災害警戒区域等における土砂

災害防止対策の推進に関する法律」（以下「土砂災害防止法」という。）が平成 13年（2001年）に

施行された。 

土砂災害防止法に基づき指定される「土砂災害警戒区域」では、警戒避難体制の整備を図り、

「土砂災害特別警戒区域」では、一定の開発行為に対する制限及び建築物の構造規制等を行う。 

令和元年に市内の一部地域が区域指定されており、都と協力し土砂災害防止の推進を図る。 

 

（９）建築物の応急危険度判定の体制整備 

地震発生時には、市民の安全確保と都市の迅速な復旧が急務となる。特に、建築物の被害につい

ては、二次災害の防止のための被害状況の把握、被災建築物の余震等に対する危険度の判定（応急       

危険度判定など）を行い、必要な措置を講じることが求められる。 

大規模地震が発生した場合、被災建築物は膨大な数に及ぶと考えられ、これらの被災建築物につ

いて応急危険度判定を迅速に行うためには、公共機関及び関係団体はもとより、民間の建築技術者

の協力が不可欠である。 

このため、都では、平成７年（1995年）５月に、東京都防災ボランティアに関する要綱を制定

し、応急危険度判定員を防災ボランティアとして位置づけ、令和６年度（2024年度）末現在で、約

13,000人以上の判定員を確保している。その内 204人の判定員が市内に在住・在勤している。 

市は、市内在住・在勤の応急危険度判定員に対し、模擬訓練会の実施や判定員ニュースの発行な

ど、判定員と連携をとり即応体制の確保を図っていく。 

また、迅速な対応が図れるよう実務に即した応急危険度判定マニュアルへの改定を行い、模擬訓

練等を通じて運用の実効性の向上を図る。 

 

（10）架空線の地中化及び橋梁整備 

救急・消防活動及び緊急物資の輸送等の観点から、緊急輸送道路等防災上重要な路線について

は、都と連携して無電柱化に向けて順次、単独地中化や電線共同溝の地中化に取り組んでいる。 

また、橋梁の耐震化については、「橋梁長寿命化修繕計画（改定）」に基づき、市が管理する 58

の橋梁の定期点検を行い、「経過観察型」、「予防保全型」に区分し、維持管理に取り組んでい

る。
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第６章 その他必要な事項 

１ 関係者による協議会等 

（１）関係者による検討会等への参画 

市は、市内の住宅・建築物の耐震化を促進するため、協議会等へ参画し、関係者と連携して様々

な施策に取り組むものとする。 

 

（２）耐震改修促進のための組織の活用等 

住宅・建築物の耐震改修を効果的に促進するためには、本計画の実施について、すべての関係者

が意識を共有し、相互に連携・協力して取り組むことが重要である。 

また、令和 17年度（2035 年度）の耐震化率の目標達成には、関係者全員が耐震診断及び耐震改修

の実施に向けた機運を高め、計画的かつ継続的に取り組んでいくことが必要である。 

そこで、耐震化に向けた取組みを進めるため、市は、関係団体、事業者及びＮＰＯ等の組織の活

用を図る。 

 

（３）都・国等への要請 

市は、本計画の推進にあたり、必要がある場合には、都や関係団体等に協力要請や要望等を行う

ものとする。



用語の説明 

 

【用語の説明】 
【あ行】  

○Ｉs値（構造耐震指標）  

旧耐震基準で建てられた非木造建築物は、設計法が現在と異なり、現在と同様な保有水平耐力

に基づく方法で正しく耐震性を表すことができないため、耐震診断では柱や壁の強度を計算し、

それに粘りや建物の形状、経年状況を考慮して建物が保有する耐力を表す指標。 

（過去の地震被害の研究からＩs値が 0.6以上ある建物は、震度６強程度の大地震に対して、建物

が倒壊や崩壊する危険性は低いと言われている。）  

○Ｉw値（総合評点）  

木造建物の耐震診断において、柱や壁の強度を計算し、それに粘りや建物の形状、経年状況を

考慮して建物が保有する耐力を表す指標（Ｉw値が 1.0以上ある建物は、震度６強程度の大地震に

対して、建物が倒壊や崩壊する危険性は低いと言われている。） 

 

【か行】  

○旧耐震基準 

昭和 56年（1981年）６月１日の建築基準法の改正前の基準 

○緊急輸送道路  

災害時の拠点施設を連結する道路であり、災害時における多数の者の円滑な避難、救急・消防

活動の実施、避難者への緊急物資の輸送等の観点から重要な道路 

○区市町村耐震改修促進計画  

都道府県耐震改修促進計画を受けて、各区市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の

促進を図るための計画 

○建築物の耐震改修の促進に関する法律（耐震改修促進法）  

阪神・淡路大震災の教訓をもとに平成７年（1995年）12月 25日に施行、新耐震基準を満たさ

ない建築物について積極的に耐震診断や改修を進めることとされた。 

○減災  

災害による人命、財産並びに社会的・経済的混乱を減らすこと。 

減災のためには、地震、台風、集中豪雨などの災害について、被害想定やハザードマップなど

を活用して正しく理解すること、災害に備えることで、私たち自身、あるいは地域自体が持って

いる災害に対処できる能力（地域の防災力）を高めることが大切である。  

 

【さ行】  

○在来軸組構法  

柱と梁を主とし、筋交いや構造用合板等で構造的な壁をつくる一般的な木造構法 

○所管行政庁  

耐震改修促進法第２条第３項に定められているもので、建築基準法による特定行政庁を指す。

三鷹市は所管行政庁である。  

○住宅・土地統計調査  

わが国の住宅に関するもっとも基礎的な統計調査である。住宅及び世帯の居住状況の実態を把

握し、その現状と推移を、全国及び地域別に明らかにすることを目的に、総務省統計局が 5年ご

とに実施している。  

 



用語の説明 

 

○新耐震基準 

建築基準法の改正により、昭和 56年（1981年）６月１日から導入された基準で、それ以前の基

準を旧耐震基準といい区別している。この新耐震基準は、建築物の耐用年数中に何度か遭遇する

ような中規模の地震（震度５強程度）に対しては構造体を無被害にとどめ、極めてまれに遭遇す

るような大地震（震度６強程度）に対しては人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じない

ことを目標に、大地震時に必要な保有水平耐力（建物が地震による水平方向の力に対して対応す

る強さ）を建物が保有しているかどうかを検討するように規定している。 

  ○新耐震木造住宅検証法 

   熊本地震の被害の検証結果、新耐震基準の在来軸組構法の木造住宅のうち、接合部等の規定が

明確化された平成 12年（2000年）５月 31日以前に建築されたものについても、倒壊等の被害が

みられた。そのため、国土交通省では、平成 12年（2000 年）以前のものを中心に、リフォーム等

の機会を捉え、接合部等の状況を確認することを推奨している。これを受け、一般財団法人 日本

建築防災協会が効率的に耐震性を検証する方法として、「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証

法（新耐震木造住宅検証法）」をとりまとめたものである。 

    

【た行】  

○耐震化率 

 耐震性を有する住宅（建築物）数（昭和 57年（1982年）以降の建築物数＋昭和 56年（1981

年）以前の建築物のうち、耐震性を満たす建築物数）が住宅（建築物）数（昭和 57年（1982年）

以降の建築物数＋昭和 56年（1981年）以前の建築物数）に占める割合 

○耐震診断  

住宅や建築物が地震に対してどの程度被害を受けるかといった地震に対する強さ・安全性を評

価すること。  

○耐震改修  

現行の耐震基準に適合しない建築物の地震に対する安全性の向上を目的に、増築、改築、修

繕、模様替え若しくは敷地の整備（擁壁の補強など）を行うこと。  

○耐震改修促進法（建築物の耐震改修の促進に関する法律）  

阪神・淡路大震災の教訓をもとに平成７年（1995年）12月 25日に「建築物の耐震改修の促進

に関する法律（耐震改修促進法）」が施行され、新耐震基準を満たさない建築物について積極的

に耐震診断や改修を進めることとされた。 

○耐震化推進条例（東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例） 

都では緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を一刻も早く進め、震災時の広域的な救援活動や復

旧・復興の大動脈を確実に確保するため、「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推

進する条例」（耐震化推進条例）を制定した。この条例により特に沿道建築物の耐震化を図る必

要がある緊急輸送道路を特定緊急輸送道路として指定し、その道路に面する建築物の所有者に対

して、耐震診断等を義務付けた。 

○耐震基準  

宮城県沖地震（昭和 53年（1978年）Ｍ7.4）等の経験から、昭和 56年（1981年）6月に建築基

準法の耐震基準が大幅に見直されて改正施行された。この基準を「新耐震基準」と呼び、その

後、数度の見直しが行われている。新耐震基準では、設計の目標として、大地震（関東大震災程

度）に対しては建築物の構造上の主要な部分にひび割れ等の損傷が生じても、人命に危害を及ぼ

すような倒壊等の被害を生じないこととしている。 

  



用語の説明 

 

○建物所有者等 

 住宅・建築物の所有者及び管理者をいう。 

○東京都地域防災計画  

都における災害に対処し、都民の生命、身体及び財産を保護するため、都が災害対策基本法に

基づき策定している計画である。防災に関し、都、区市町村、指定地方行政機関、指定公共機

関、指定地方公共機関等が対処すべき事務又は業務の大綱等を定めている。 

○特定建築物等定期調査報告 

建築基準法第 12条第１項に定める、不特定多数の者が利用する建築物（特定建築物）の維持保

全状況を調査し、特定行政庁に報告する制度 

○特定建築物  

「建築物の耐震改修の促進に関する法律（耐震改修促進法）」で定められている学校・体育

館・ホテル・事務所等一定規模以上で、多数の人々が利用する建築物、危険物の貯蔵場・処理場

や、地震により倒壊し、道路をふさぐ恐れがある建築物のこと。 

  ○特定天井 

   平成 26年（2014年）４月１日に建築基準法が改正され定義された、脱落によって重大な危害を

生ずるおそれがある吊り天井。平成 25年（2013年）国土交通省告示 771号により、次に該当する

吊り天井を特定天井とし、構造耐力上安全な構造方法が定められた。天井の高さが６ｍを超える

部分で、水平投影面積が 200 ㎡を超えるもの、かつ単位面積質量が２ｋｇ／㎡を超えるもの。 

 

【な行】  

○ネットワーク  

網目状に結ばれた組織などのこと。例えば道路ネットワーク、コンピュータネットワーク、全

国的な放送局の組織網などがある。  

 

【ま行】  

  ○マンション啓発隊 

   マンションの耐震化を促進するため、都内にある旧耐震基準のマンションを対象に、平成 24年

（2012年）から都職員、市職員、専門家（建築士又はマンション管理士）の３人１組で管理組合

等を直接訪問し、耐震化に向けた取組みについて助言等を実施。 

○三鷹市地域防災計画 

災害対策基本法第 42条の規定に基づき、市及び関係防災機関が、その全機能を発揮して災害予

防をはじめ、災害応急対策及び災害復旧等、一連の災害対策を実施することにより、三鷹市の地

域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的に、三鷹市防災会議が作成した計

画である。 

 

【や行】  

○要配慮者 

高齢者、障がい者、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する者のこと。



 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 


